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身寄りのない高齢者の対応について

症例１ 症例２ 症例３ 症例４ 症例5 症例6 症例7 症例8 症例9 症例10 症例11 症例12

①ケース紹介 87歳　男性　独居　元々ADL自立 91歳　男性　独居　元々ADL自立 73歳　男性　独居　元々ADL自立 67歳　男性　〇さん 79歳　男性　路上で生活されていた 88歳　男性　 87歳　男性 75歳　女性 93歳　女性　独居 不明 82歳　女性　夫と2人暮らし 70歳代　女性

病名；脳腫瘍 病名；脳梗塞、誤嚥性肺炎
病名；右急性硬膜下血腫、低体温、
肺炎、腹部大動脈瘤、完全房室ブ
ロック

病名；左下肢壊死性筋膜炎・右下肢
重症軟部組織感染症

病名；左被殻出血 病名；前立腺癌、2型糖尿病、心不全 病名；心筋梗塞 病名；右恥坐骨骨折 病名；イレウスの手術後脳梗塞 病名；脳梗塞 病名：アルツハイマー型認知症
　　　脳梗塞

現在ADL；ベット上全介助、経鼻栄
養、吸引あり、失語あり、意思疎通
困難

ADL；全介助、経鼻栄養、痰吸引あり現在；ADLベット上全介助、意思疎
通可能。バルン留置、オムツ失禁、
経口摂取可能、酸素２リットル、リ
スク高い疾患あるも本人治療希望せ
ず、退院先検討必要

18：30　川越駅東口のロータリー
を歩行中に転倒したのを通行人が目
撃し、救急要請。2．3か月前から
ホームレス生活をしていた。兄弟家
族なし

高次脳機能障害、失語、右麻痺あり
食事は介助下で経口摂取できるが、
医療行為はないがADL全介助

ADL：シルバーカー見守り、認知機
能低下あり、暴言暴力あり

介護保険未申請（入院中に申請）、
地域包括支援センター介入中の方、
前妻とは離婚し、娘は妻に引き取ら
れ遠方で疎遠
本人の後妻は他界。
心筋梗塞で救急搬送され、2度のカ
テーテル治療を経て、心筋機能も改
善し、急性期治療終了。
自宅退院を目指していたが、食思不
振が持続し、捕液を断続的に必要と
なった。そのため、自宅退院は厳し
く、医療行為可能となった施設や病
院へ転院することを検討した。

6月12日、体動困難にて救急要請、
上記骨折の診断で入院。
団地10階（エレベーターあり）、デ
イサービス、ヘルパー利用（要介護
１）、
弟は施設入所中、友人が通院など協
力あり。病院での面談はケアマネ対
応。退院後すぐに自宅に帰るのが難
しかったため、ショートステイ利用
となった。

元々認知力低下はあったが、地域の
コミュニティの中で何とか自立して
いた。
イレウスのため緊急入院。手術後に
脳梗塞発症。
娘がいたが音信不通。認知機能の低
下はあるものの、返事はできる状態
であったため、ケアマネが主体とな
り、身元保証契約を結ぶことができ
た。記名できないため、ケアマネが
代筆で対応くださった。

意識覚醒があいまいで、意思疎通困
難。
身寄りがないが、金銭面は生活保護
申請しても通らない可能性高いと話
あり。
確認すると年金も貯金もある様子。
病状がよくなり、頷きなどが可能に
なったタイミングで本人に了承をと
り、自宅に保険証や通帳などの貴重
品を確認。施設調整しつつ、身元引
き受け人をNPO法人に依頼し、退
院。

家族構成：夫と2人暮らし
　　　　　長男（死亡）、
　　　　　長女家族（音信不通）
　　　　　妹（北海道在住）
蓮田市在住
紹介入院

脳梗塞を発症し、麻痺あり。ADL低
下見られていた。息子、娘がいた
が、2人とも他界されている。
犬と暮らされ、ベット上の生活と
なっていた。
薬の依存性が強く、過剰服用するこ
とが多く、薬をとりあげると興奮状
態がみられていた。
自宅で亡くなられたところをヘル
パーに発見された。

年金：20万/月 生活保護受給中 年金：16～17万/月 年金暮らし、預金なし、借金（家賃
滞納2か月）あり。

②問題点 金銭管理困難であり、退院先調整に
難渋

医療行為あるが、療養病院は金銭管
理者がいない、入院費が保護費を超
えるので難しい。施設も医療管理あ
り受け入れ先少ない。

身寄りなく、金銭管理のサポートが
必要

退院先がない。年金は一定以上ある
ため生活保護の対象外。口座の暗証
番号が不明。

連絡のつく身寄りなし（娘はいるが
連絡先不明、没交渉）
高次脳機能障害、認知機能低下、失
語あり、本人の決定は引き出せない
キャッシュカードはあるが引き出せ
ず、収支の確認もできない。年金収
入はあり生活保護申請は却下

ADLや認知機能の低下あり、独居生
活困難だが、本人は病識なく自宅退
院希望。
家屋内の状況もわからず、サービス
検討も難しい状況。

年金が14万円/月受給されており、
生活保護の対象にはならない。限度
額の適応もない。施設入所や病院の
転院は保証人がいないため、受けて
くれるところがない。

身元保証の部分とご本人の急変時の
対応の確認ができていなかった。自
宅以外の退院先について

入院後、娘と連絡がつかなくなった
こと。独居生活に戻ることは困難と
なってしまったこと。金銭管理が本
人のみでできなくなったこと。

なかなか意思疎通が困難であり、あ
らゆる事項で調整が滞った。

配偶者に認知症と思われる言動があり、死亡退
院手続きを任せることに不安あり
＊急いで病院に駆けつけたため、所持金なくお
金を貸してほしい。自宅にはお金がある。話が
広がりまとまりがない。

衣食住と援助が必要な状況

③解決策・方法

市役所サポートの元、市町村申し立
てを行う。後見成立までは市役所が
金銭管理していただくことで療養型
病院へ転院できた。

生活保護担当に相談し、施設調整を
していただいた。

本人の意思確認可能だったため、民
間業者に金銭管理依頼し、施設退院
となった。

金融機関へ直接本人と窓口へ行き暗
証番号を照会する。施設調整。

市申し立ての後見制度の活用
後見の目安がつくまでの場所として
回復期への転科

在宅クリニック、ケアマネジャー、
ヘルパー、福祉用具業者と共に退院
前カンファレンスを行った。退院日
は在宅スタッフに自宅に立ち会って
いただき対応。
在宅スタッフの理解と協力で退院で
きた。

地域包括支援センターの職員経由で
親族（他界した妹の夫）が見つか
り、娘の連絡先も判明したため、娘
と連絡をとり、保証人になることの
説明を試みた。
※最終的に娘が保証人となり、新井
病院へ転院となった。

入院中の必要物品などは、友人。
面談はケアマネ。
金銭面は友人が対応してくれた。退
院時の対応とショートステイ先まで
も友人が対応

ケアマネが日頃から密に関りをもっ
てくださっていたため、信頼関係が
あり、本人もケアマネに任せて、ケ
アマネが主体となって、ショートス
ティの手配、そのために必要となる
身元保証契約を進めて下さり、入院
の長期化が防げた。

結果的に病状に改善がみられ、簡単
な返事ができるようになったため、
自宅に行ったり、NPO法人と契約が
できたりした。

１.葬儀社を手配
知っている葬儀社があるというが、社名を忘れ
ており、自宅近隣の社名をあげるがピンとこ
ず、頼みたくないという葬儀社名は上がる。
２.平野包括支援センターへ相談。「現在介入な
し、支援不可」
３.蓮田市高齢福祉課へ相談。「介入不可、地域
包括支援センターへ相談を」
再び包括支援センターへ相談をするが、同じ回
答。夫に認知症の疑いがあるとして夫をサポー
トする目的で介入をと依頼するが断られる。同
じように高齢福祉課へ依頼っするも断られる。
１へ戻る。再び、各葬儀社へ相談を始めたとこ
ろ、包括支援センターから、ようやく患者の処
遇退所ではなく、夫のサポートとして介入する
との連絡が入る。
包括支援センター職員と夫と病院で面談。葬儀
社の手配目途がたち、所持金確認に包括支援セ
ンター職員が自宅訪問。所持金確認でき、葬儀
社確定、退院となった。

ケアマネを中心に、
ヘルパーが毎日、朝・夕介入し、食
事、入浴介助
訪問看護が週に1回介入、健康管理
と薬の管理

④身元保証等の民間
業者と金額など

NPO法人三松会　費用負担なし
亡くなった際の対応を依頼
簡単な意思疎通ができれば、任意後
見診断書も作成してくれる

なし

日本福祉サポート　金銭管理は費用
負担なし
亡くなった際に日本福祉サポートの
お墓に入っていただくようになる

紹介業者へ相談したが、後見の目安
がつくまで相談不可

なし

成年後見人について地域包括支援セ
ンターの職員と検討したが、親族が
いるため、市町村申立てが厳しいこ
と、本人の預金がないことから断
念。幸い、クレジットカードと通
帳、印鑑は持参あり。

なし

ケアマネが懇意にしている行政書士
の方がされている法人であり、
ショートスティ先の施設との連携も
スムーズに行えた。年金や預金がど
のくらいあるのか把握されていたた
め、無理のない金額で進められてい
たようであった。

詳細不明
「助け合い村」にお世話になりまし
た。

本ケースは相談する時間がなかった。
別ケースにおいては、退院支援に伴い、依頼し
た方もいた。名刺を交わした業者への相談が主
となり、ケースに応じて新たに相談を持ち掛け
ることはしていない。
費用については、利用者の経済面から契約内容
を決めた。

後見人が司法書士、ちく事務所

⑤行政とのかかわり

市役所：後見人の市町村申し立て、
家賃、入院費の代行支払い。家財処
分の手配など銀行へも市役所から交
渉していただき、金銭引き出し可能
となった。

生活保護担当に施設を探していただ
いた

なし

介護保険申請の際の相談と結果通知
を病院へ郵送していただけないかの
相談。通知書は病院へ送られること
になった。

後見制度、介護申請→高齢介護課
退院先→包括支援センター主軸に特
養ＳＳへの退院が決定した

地域包括支援センターへ対応をどう
したらよいか相談したところ、ケア
マネジャーを斡旋された。

年金受給額が生活保護に該当しない
ため、福祉課との連携は不可。６５
歳以上で介護保険申請中のため、地
域包括支援センターの職員と連携す
る。

包括支援センター職員に来院いただ
き、「成年後見制度」の説明を、本
人、ケアマネと共に話をきいた。

担当ケアマネの協力がなければ、長
期入院になりかねないケースであっ
た。治療終了後の社会的入院を防ぐ
手立てを地域にいるうちに対策して
いただけると助かる。

地域包括の方と共に、自宅内に入り
ました。

生活保護受給者の場合は、社会福祉課保護係担
当者へ、親族がいる場合は、親族から（逆もあ
り、生活保護担当者から親族）事前に連絡して
もらい、その場に備えていただく。生活保護未
受給者は、高齢者は高齢福祉課や包括支援セン
ターへ、以外は社会福祉課へ相談。
大抵の場合、何度もやり取りを行い、あっちの
課、こっちの課へ事情を説明し、ようやく対応
いただいております。

なし

⑥その他の方法 なし なし なし

今回、口座のあった金融機関は本人
が直接行っても暗証番号照会はでき
ず、自宅に書留郵送でしか対応して
もらえなかった。病院への郵送も難
しかったため、施設入所後に住所を
施設のに移し、その後、照会をする
こととなり、退院となった。

※意見を伺いたい
・後見申し立て中であり、金銭未収
の状況のまま退院先をどのように確
保されているのか？
・本人、家族確認が取れず、侵襲的
な治療の必要性が発生した場合。も
しくはDNARの確認、対応について
伺いたい

なし なし なし
後見人申立て手続き。
時間を要し、長期入院となるケース
が多い。


